
北海道難聴児支援推進協議会 開催要領 

 
（目的） 
第１条 北海道における難聴児の早期発見・早期療育の推進のため、保健、医療、福祉及
び教育等の関係機関等による、難聴児支援に関する切れ目のない支援体制の充実や、支
援に関する施策の推進及び連携の強化を図るため、北海道難聴児支援推進協議会（以下
「協議会」という。）を開催する。 

 
（議題） 
第２条 協議会の議題は、次のとおりとする。 
（１）難聴児の早期発見・早期支援に関すること 
（２）難聴児の支援に係る関係機関の情報共有に関すること 

（３）難聴児の支援に係る連携の強化や支援体制の充実に関すること 
（４）難聴児の支援に関する施策の推進に関すること 
（５）その他難聴児の支援に関すること 
 
（組織） 
第３条 協議会の構成員は、保健・医療・福祉・教育関係者、学識経験者、当事者団体、
関係行政機関及び団体の職員のうちから、子ども応援社会推進監が選任する。 

２ 子ども応援社会推進監が必要と認めるときは、構成員以外の者に協議会への出席を求
めることができる。 

３ 協議会に座長を置き、子ども応援社会推進監が指名する。 
４ 座長は、協議会の議事を進行する。 
５ 子ども応援社会推進監は、座長が不在の場合などの都度、これを代行する者を指名す

ることができる。 
６ 協議会の事務を処理するため、保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課に事務局を
置く。 

 
（公開） 
第４条  
（１）傍聴及び取材は、協議会の運営に支障を来さない範囲において認める。 
（２）資料は、傍聴者及び取材者に配付する。 
（３）協議会の会議の終了後、配付資料を公表するとともに、議事概要を作成し、これを

公表する。 
（４）前３号の規定にかかわらず、子ども応援社会推進監が必要と認めるときは協議会、

資料、議事概要の全部又は一部を非公開にすることができる。 
 
（その他） 
第５条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、子ども応援社
会推進監が定める。 

 
附則 
この要領は、令和６年 10 月 29 日から施行する。 
 
附則 
この要領は、令和７年６月 16 日から施行する。 
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